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（1）庁舎および公共施設の共通対策

（2）市民利用施設の個別の対策

（3）小・中学校、放課後児童クラブ、
保育所などの対策

（4）職員の執務に係る対策

（5）市民・利用者への周知

（6）７月７日「埼玉県節電の日」
（クールアースデー）の取組参加

1. 取組期間 ４月１日～平成２５年３月３１日
2. 取組目標 電気使用量を前年度より削減する。
3. 取組項目

�照明設備
（使用時間は、原則午前８時３０分～午後５時１５分）
�執務室などは原則として点灯する蛍光灯の数を間引
きするなど５０％カットする。

�昼休みは完全消灯とする。ただし、窓口のある部署
については、除く（５０％のカット）。

�更衣室・トイレなどの使用後は必ず照明のスイッチ
を切る。

�エアコン（使用時間は、原則午前８時３０分～午後５時）
�夏場のエアコンは、３０度以上で我慢できない場合に
使用し、設定温度は２９度以上とする。

�冬場のエアコンは、２０度以下で我慢できない場合に
使用し、設定温度は２０度以下とする。

�フィルター清掃をこまめに行う。
�冷蔵庫
�各小中学校・保育所などの業務用を除き、使用を禁
止する。

�パソコン
�会議・出張などで２時間以上自席を離れる場合は、
シャットダウンする。

�その他電気器具
�電気ポットなどの使用を禁止する。
�コピー機などについては、枚数を削減する。
�温水洗浄便座（暖房便座）の電源は切る。

�グリーンカーテン
�設置施設を増やす。
�すだれやよしずを使用し、日差しを和らげる。

	その他の設備
�自動販売機は、設置業者へ稼動停止時間の延長およ
び省エネタイプへの設置替えを依頼する。

�エレベーターの使用を控える。

公共施設の共通の対策に加え、次の対策を実施する。
�市民ホール
�トイレや廊下などの一部電灯の間引きをする。
�最大電力を超えそうな時は、防災監視室でエントラ
ンスなどの空調設備を停止する。

�サン・アリーナ
�昼間の照明は５０％から１００％節電する。

�夜間の照明は３０％から５０％節電する。
�ただし、土日祝日の大会は通常通りとする。

�総合福祉センター（老人福祉センター、児童館）
�月曜日を臨時休館とする（７月１日～８月３１日）。

�べに花ふるさと館
�グリーンカーテンを設置する。
�エネファームの設置により、電力消費量を抑制する。

�勤労青少年ホーム
�昼間の照明は、現在の取り組みより更に２０％節電する。
�夜間の照明は、現在の取り組みより更に１０％節電する。
�電力不足が生じた場合は、７月中旬から９月末まで
と、１２月中旬から３月末まで、２回に分けて更なる
節電に取り組む。

�グリーンカーテンを設置する。
�学校開放施設（体育館）
�昼間の使用は、照明を原則消灯する。
�夜間の使用は、照明を５０％節電する。
�電力量が不足する事態に陥った場合は、週２日間休
止とする。

	校庭夜間照明施設（桶川中学校）
�半灯使用を徹底する。
�電力量が不足する事態に陥った場合は、週２日間休
止とする。

�児童、生徒、乳幼児などの健康に十分配慮しながら、
可能な範囲で節電対策を実施する。

�クールビスの実施（５月１日～１０月３１日）
�ノー上着・ノーネクタイ・ポロシャツ（節度のある
色彩）

�ウォームビズの実施（１２月１日～３月３１日）
�重ね着をして寒さ対策をする。
�議会対応については、スーツ・ネクタイ着用とし、
それ以外については、ノーネクタイでセーター・ハ
イネックなどの着用を認める。

�時間外勤務は原則禁止

～市民の皆さん・事業主
の皆さん～

節節節電電電対対対策策策にににごごご協協協力力力をををおおお願願願いいいしししままますすす！！！
問合せ�環境課

昨年３月１１日に発生した東日本大震災の影響により、今年度も大幅な電力不足が生じる見通しです。
市では、「節電対策に関する基本方針」を作成し、目標達成に向け、次のような取り組みを行います。
また、各公共施設の節電対策として、下記のとおり通常のご利用とは異なりご不便をおかけいたします
が、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※電力需給状況の変化により、一層の節電を求められる事態となった場合は、
この基本方針を基礎としつつ、閉館などを含めたさらなる利用制限を行う。

【今年度の新たな取り組み】【今年度の新たな取り組み】【【今今年年度度のの新新たたなな取取りり組組みみ】】

昨昨年年度度のの節節電電効効果果にによよりり１１２２００００万万円円がが節節約約ででききままししたたののでで、、そそのの財財源源でで市市立立図図書書館館、、
桶桶川川公公民民館館のの照照明明をを LLEEDD照照明明にに変変ええるるここととにによよりり更更ななるる節節電電効効果果をを計計りりまますす。。

�エアコンの使用を極力控え（扇風機や石油スト
ーブなどの使用）、使用する場合は一つの部屋
に集まり使用する

�エアコンの温度設定を夏場は２９度以上に、冬場
は２０度以下にする

�エアコンのフィルターの清掃をこまめに行う
（２週間に１回程度）
�室内の照明を５０％以上消灯する
�冷蔵庫の設定は「強」から「中」に設定する
�冷蔵庫は詰め込み過ぎないようにする
�冷蔵庫内にビニールカーテンを取り付ける
�電気ポットのお湯はガスコンロで沸かしポット
の電源は切る

�洗濯機の使用は容量の８０％程度を目安にまとめ
て洗う

�パソコンは日中短時間であれば電源を抜いて使
う

�紙パック式掃除機はこまめにパックを交換する
�温水洗浄便座は使用しないときは蓋を閉め温度
設定を低くし節電モードにする

�使用していない電気機器のコンセントを抜く

�エアコンの使用を極力控える（扇風機、石油ス
トーブなどの使用）
�エアコンの温度設定を夏場は２９度以上に、冬場
は２０度以下にする
�エアコンのフィルターの清掃をこまめに行う
�使用していないエリアの空調を停止する
�室内の照明を５０％以上消灯する
�従来型蛍光灯を高効率蛍光灯や LED照明に交
換する
�不使用室の消灯および昼休みの消灯を徹底する
�不要な機器の電源を切る
�節電担当者を決めパトロールを実施
�ネオンサインや広告看板の消灯
�温水洗浄便座は使用しないときは蓋を閉め温度
設定を低くし節電モードにする
�エレベーター・エスカレーターの使用を極力控
える

事業主の皆様には、お客様がいるため対策が難
しいかと思いますが、ぜひご協力をお願いします。

節電により夏場においては、熱中症の対策が必要となります。室内にいるときは、出来る限り窓を開け、
通気を良くし薄着でくつろぎましょう。また、直射日光が当たらないよう、すだれやよしずを利用しましょ
う。外気温度を下げれば、多少なりとも涼しくなり、熱中症を防ぐことが出来ます。残ったお風呂の水など
を利用して、打ち水をするのも一つの手段です。一軒で実施するのではなく、隣近所にお声がけをし、実施
してみてはいかがでしょうか。

キャンペーン期間の６月１日～９月３０日の一日を、「この日は、１日環境によいことをしよう」と決め、「エ
コライフDAY」に挑戦してみませんか。

「出かけるときはマイボトルを持ち歩いた」など、省エネ・省資源の成果をチェックシートで把握していた
だきます。


自治体、学校、団体、企業単位で参加できます。 
チェックシートは、市役所環境課で配布します。

個人で参加される場合は、チェックシートのほか、埼玉県温暖化対策課のホームページからも参加できます。
（http : //www.pref.saitama.lg.jp/page/ecolifeday.html）

身の回りのできることから着実に、省エネルギーに取り組んでください。

問合せ�埼玉県環境部温暖化対策課 �８３０－３０３８

桶桶川川市市節節電電対対策策にに関関すするる基基本本方方針針（（抜抜粋粋））

打ち水をしてみま
しょう

家庭で出来ること 事業所で出来るこ
と

【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏ののののののののののののののののののののののエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエココココココココココココココココココココココラララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】
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� 保険給付費の負担割合
� 財源構成
第１号被保険者保険料（６５歳以上）と第２号被保険

者保険料（４０歳～６４歳）を合わせ、保険給付費に係る

費用の５０％が介護保険料で賄われ、残りの５０％を国・

県・市の公費で負担する仕組となっています。

ア 居宅サービス イ 施設サービス

1号
21.0%
1号
21.0%
1号
21.0%

2号
29.0%
2号
29.0%
2号
29.0%

市
12.5%
市

12.5%
市

12.5%

県
12.5%
県

12.5%
県

12.5%

国
20.0%
国

20.0%
国

20.0%

調整交付金 5.0%調整交付金 5.0%調整交付金 5.0%

1号
21.0%
1号
21.0%
1号
21.0%

2号
29.0%
2号
29.0%
2号
29.0%市

12.5%
市

12.5%
市

12.5%

県
17.5%
県

17.5%
県

17.5%

国
15.0%
国

15.0%
国

15.0%

調整交付金 5.0%調整交付金 5.0%調整交付金 5.0%
（特定施設入居者生活介護を含む）（特定施設入居者生活介護を含む）（特定施設入居者生活介護を含む）

� 介護保険料基準額の算出

平成２４年度から平成２６年度の３年間の保険給付費な

どをもとに総事業費を見込み、介護保険料の基準額を

算出しました。

介護保険料は、月額で３，４８０円から４，３６０円に改定い

たします。

� 第１号被保険者の所得段階別保険料

桶川市の総人口は、今後、ほぼ横ば

いでの推移が予想されますが、高齢者

は１％程度づつ増え平成２６年４月には

１９，０００人を超え、高齢化率は２４．９５％

となる見込みです。また、介護が必要

な要介護認定者数は２，８２８人となり、

高齢者人口の１４．８１％が介護を必要な

状態となることが見込まれます。

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次
桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶
川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高
齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ
びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次
桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶
川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険
事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事
業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画
がががががががががががががががががががががががががががががががががが
策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
ささささささささささささささささささささささささささささささささささ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
まままままままままままままままままままままままままままままままままま
しししししししししししししししししししししししししししししししししし
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

問
合
せ
�
高
齢
介
護
課

健康づくりと介護予防の推進
【特定健康診査、骨密度測定、各種ガン検診の推進、介護予防教室の開催など】

認知症高齢者対策の推進
【高齢者安心見守りネットワーク事業、認知症サポーターの養成など】

介護サービス基盤整備の推進
【小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設の整備など】

介護サービスの質的向上
【介護給付等費用適正化事業の推進、介護サービス事業者情報の整備など】

生活支援事業の推進
【配食サービス、緊急通報システムなどの生活支援サービスの推進、虐待防止

ネットワークの構築など】

生きがいづくり、社会参加の促進
【老人福祉センター事業、老人福祉センターの改修、老人クラブ活動や生涯学

習の推進、シルバー人材センターの充実など】

高齢者にやさしいまちづくりの推進
【市内循環バスの利用促進、買い物弱者対策の推進など】

高齢者の住まいの確保
【ケアハウスやサービス付き高齢者住宅などの高齢者を支援するサービスを提

供する住宅の確保など】

医療・介護等との連携
【包括的支援事業、介護予防・日常生活総合支援事業など】

重重点点施施策策

平成２６年

７６，５４１

１９，１００

２４．９５％

２，８２８

１４．８１％

平成２５年

７６，４５４

１８，３１０

２３．９５％

２，５９１

１４．１５％

平成２４年

７６，３２７

１７，３９４

２２．７９％

２，４０３

１３．８２％

総人口

高齢者人口

高齢化率

要介護認定者の
推計

高齢者に占める
認定者の割合

高高齢齢者者人人口口おおよよびび要要介介護護認認定定者者のの推推計計

介介護護保保険険のの保保険険料料

所得段階別保険料（第１号被保険者・６５歳以上の方）を改定しました
被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保険料負担となるよう、これまでの保険料所得段階を
見直し、新たな所得段階を加えることにより、これまでの９段階を１０段階に改定しました。

１１９億９，６６５万円

２，１５６万円

８，２００万円

５２，３２０円

４，３６０円

３年間の総事業費見込み額

財政安定化基金取崩額

保険給付費支払基金取崩額

一人当たりの年額保険料（基準額）

一人当たりの月額保険料（基準額）

平成２４年度から
月額
（円）

２，１８０

２，１８０

２，７２５

３，２７０

３，８１５

４，３６０

４，９０５

５，４５０

６，５４０

７，６３０

年額
（円）

２６，１６０

２６，１６０

３２，７００

３９，２４０

４５，７８０

５２，３２０

５８，８６０

６５，４００

７８，４８０

９１，５６０

調整率

基準額
×０．５

基準額
×０．５

基準額
×０．６２５

基準額
×０．７５

基準額
×０．８７５

基準額
×１．０

基準額
×１．１２５

基準額
×１．２５

基準額
×１．５

基準額
×１．７５

対象となる方

・生活保護を受給している方
・世帯全員の住民税が非課税
で、老齢福祉年金を受給し
ている方
世帯全員の住民税が非課税で、
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万以下の
方
世帯全員の住民税が非課税で、
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万円を超
え１２０万円以下の方
世帯全員の住民税が非課税で、
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が１２０万円を
超える方
本人は住民税が非課税である
が、世帯の誰かに住民税が課
税されていて、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合
計が８０万円以下の方
本人は住民税が非課税である
が、世帯の誰かに住民税が課
税されていて、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合
計が８０万円を超える方
本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１２５
万円未満の方
本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１２５
万円以上１９０万円未満の方
本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１９０
万円以上４００万円未満の方
本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が４００
万円以上の方

所得
段階

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階

第
５
段
階

第
６
段
階

第
７
段
階
第
８
段
階
第
９
段
階
第
１０
段
階

これまで
月額
（円）

１，７４０

１，７４０

２，６１０

３，０４５

３，４８０

３，９１５

４，３５０

５，２２０

６，０９０

年額
（円）

２０，８８０

２０，８８０

３１，３２０

３６，５４０

４１，７６０

４６，９８０

５２，２００

６２，６４０

７３，０８０

調整率

基準額
×０．５

基準額
×０．５

基準額
×０．７５

基準額
×０．８７５

基準額
×１．０

基準額
×１．１２５

基準額
×１．２５

基準額
×１．５

基準額
×１．７５

対象となる方

・生活保護を受給している方
・世帯全員の住民税が非課税
で、老齢福祉年金を受給し
ている方

世帯全員の住民税が非課税で、
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万以下の
方

世帯全員の住民税が非課税で、
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万円を超
える方

本人は住民税が非課税である
が、世帯の誰かに住民税が課
税されていて、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合
計が８０万円以下の方

本人は住民税が非課税である
が、世帯の誰かに住民税が課
税されていて、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合
計が８０万円を超える方

本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１２５
万円未満の方

本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１２５
万円以上１９０万円未満の方

本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が１９０
万円以上４００万円未満の方

本人に住民税が課税されてい
て、前年の合計所得金額が４００
万円以上の方

所得
段階

第
１
段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
４
段
階

第
５
段
階

第
６
段
階

第
７
段
階

第
８
段
階

第
９
段
階
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大大切切ななああななたたをを守守るるたためめにに……

特特定定健健康康診診査査をを受受けけままししょょうう！！

特定健康診査と同時期に、下記の検診を実施します。
直接、実施医療機関に申し込みください。

今年も４０歳以上の方を対象に、特定健康診査などが始まります。
健診は、自分の健康状態を知り、生活習慣を見直す良い機会です。ぜひ、健診を受けましょう。

■朝日内科歯科医院
�774－9385

■伊藤医院
�771－1059

■大谷記念病院
�728－2411

■桶川KNクリニック
�787－7715

■桶川西口クリニック
�789－5777

■桶川日出谷診療所
�786－7715

■加藤医院
�773－1787

■川田谷クリニック
�787－2531

■蔵田医院
�771－1446

■栗原クリニック
�786－2168

■小島医院
�771－1212

■小林産婦人科クリニック
�773－4135

■埼玉県央病院
�776－0022

■坂部医院
�771－1055

■鈴木内科医院
�787－3000

■田中胃腸医院
�771－1037

■豊田医院
�728－2377

■なかた呼吸器科内科クリニック
�729－2811

■プラムの里診療所
�787－2882

■丸井クリニック
�773－1312
＊丸井医院（�728－1663）は
６月中に丸井クリニックとなり
朝日へ移転します。

■ゆげクリニック
�777－3000

■渡辺医院
�787－2181

左記以外の
健康保険に
ご加入の方

＊健診期間や受診
方法などは、加
入している健康
保険（健康保険
証発行元）に、
お問い合わせく
ださい。

＊６５歳以上の方で、
介護保険の認定
を受けていない
方は、生活機能
チェック（問診）
を行うことがで
きます。生活機
能チェックをご
希望の方は、
６／１８～９／２１
に高齢介護課へ
お越しください。

桶川市国民健康保険 または 後期高齢者医療制度に
ご加入の方（４０歳以上：昭和４８年３月３１日以前生まれ）

６月１８日�～９月３０日�
＊保険年金課から、受診券と健診案内を封書で健診開始ま
でに郵送します。受診券が届きましたら、実施医療機関
へお申し込みください。

問診・診察・身長・体重・血圧測定・血液検査（血糖・血
中脂質・肝機能・腎機能がわかる項目）・尿検査
＊国民健康保険加入者には、腹囲測定（全員）、貧血・眼
底・心電図検査（国の基準に該当する方のみ）

平成２４年３月３１日現在、６５歳以上の方で、介護保険の認定
を受けていない方には、介護予防のための生活機能チェッ
ク（問診・診察）を行います。

国民健康保険加入者：平成２４年３月３１日現在、
７０歳以上１，０００円 ７０歳未満１，５００円

後期高齢者医療制度加入者：無 料

受診券・保険証・６５歳以上の方は介護保険証

健診�保険年金課 �７８６－３２１１（内線１３１５）
生活機能チェック�高齢介護課 �７８６－３２１１（内線１２３４）

健診期間

健診内容

生活機能
チェック

自己負担額

持ち物

問合せ

桶川市マスコットキャラクター
「オケちゃん」が、埼玉県の
『けんこう大使』に
任命されました。

食べすぎ
飲みすぎ

運動不足など

内臓脂肪の蓄積
メタボ予備群
メタボ

高血圧症
糖尿病

脂質異常症
（高脂血症）など

動脈硬化

脳梗塞
脳出血
心筋梗塞
腎不全
など

自己負担額

無料

７００円

５００円

無料

※がん検診にかかる料金のうち１～２割程度を受診者の方に費用として、自己負担をお願いしています。
受診医療機関の窓口でお支払いください。
※勤務先などで受診または受診機会のある方、並びに現在治療中または治療予定の方はご遠慮ください。
問合せ�健康増進課（保健センター内）�７８６－１８５５

内容

問診
血液検査

問診
検便
（便潜血検査）

問診
血液検査
（PSA検査）

問診
胸部レントゲン
検査

対象者

平成２５年３月３１日現在４０歳以上の方
（昭和４８年３月３１日以前生まれ）
＊ただし、過去に肝炎ウイルス検診を受けたこ
とがある方は受けられません。

平成２５年３月３１日現在４０歳以上の方
（昭和４８年３月３１日以前生まれ）
＊集団大腸がん検診を申し込まれた方は、ご遠
慮下さい。

平成２５年３月３１日現在
５０歳～７４歳の偶数年齢の男性
５０歳：S３７．４．１～S３８．３．３１ ５２歳：S３５．４．１～S３６．３．３１
５４歳：S３３．４．１～S３４．３．３１ ５６歳：S３１．４．１～S３２．３．３１
５８歳：S２９．４．１～S３０．３．３１ ６０歳：S２７．４．１～S２８．３．３１
６２歳：S２５．４．１～S２６．３．３１ ６４歳：S２３．４．１～S２４．３．３１
６６歳：S２１．４．１～S２２．３．３１ ６８歳：S１９．４．１～S２０．３．３１
７０歳：S１７．４．１～S１８．３．３１ ７２歳：S１５．４．１～S１６．３．３１
７４歳：S１３．４．１～S１４．３．３１

平成２５年３月３１日現在６５歳以上の方
（昭和２３年３月３１日以前生まれ）
＊集団肺がん検診を申し込まれた方は、ご遠慮
下さい。

検診名

肝炎ウイルス
検診

大腸がん
検診

前立腺がん
検診

胸部レントゲン
検査

＊９月は非常に混みますので、早めに受診してください。覧一関機療医施実

健診を受けて、
早めに異常を
見つけ、大病を
防ぎましょう！


